
 

 

東 京 都 廃 棄 物 条 例 （ 平 成 四 年 東 京 都 条 例 第 百 四 十 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ） 

改 正 案 現  行 
第 一 条 か ら 第 十 二 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

第 一 条 か ら 第 十 二 条 ま で （ 略 ） 

( 廃 棄 物 処 理 計 画 の 策 定) ( 廃 棄 物 処 理 計 画 の 策 定) 

第 十 三 条 知 事 は 、 法 第 五 条 の 五 の 規 定 に よ る 廃 棄

物 の 減 量 そ の 他 そ の 適 正 な 処 理 に 関 す る 計 画( 以

下 「 廃 棄 物 処 理 計 画 」 と い う 。) を 定 め 、 又 は こ

れ を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 東 京 都

廃 棄 物 審 議 会 及 び 関 係 区 市 町 村 の 意 見 を 聴 か な

け れ ば な ら な い 。 
 

第 十 三 条 知 事 は 、 法 第 五 条 の 三 の 規 定 に よ る 廃 棄

物 の 減 量 そ の 他 そ の 適 正 な 処 理 に 関 す る 計 画( 以

下 「 廃 棄 物 処 理 計 画 」 と い う 。) を 定 め 、 又 は こ

れ を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 東 京 都

廃 棄 物 審 議 会 及 び 関 係 区 市 町 村 の 意 見 を 聴 か な

け れ ば な ら な い 。 

第 十 四 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 十 四 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で （ 略 ） 
 

第 二 十 四 条 （ 現 行 の と お り ） 第 二 十 四 条 （ 略 ） 

２ 審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。 

一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ） 

三 法 第 五 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 廃 棄 物

処 理 計 画 に 関 す る 事 項 
２ 審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。 

一 及 び 二 （ 略 ） 

三 法 第 五 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 廃 棄 物

処 理 計 画 に 関 す る 事 項 

３ か ら ９ ま で （ 現 行 の と お り ） ３ か ら ９ ま で （ 略 ） 
 

第 二 十 五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 
 

第 二 十 五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で （ 略 ） 

別 表 （ 第 二 十 一 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 十 一 条 関 係 ） 



 

 

 

事    務 名   称  額 

徴 収 時

期 
 

 一 か ら 六 ま で 
（ 現 行 の と お

り ） 
 

七 法 第 十 四 条

第 六 項 の 規 定

に 基 づ く 産 業

廃 棄 物 処 分 業

の 許 可 の 申 請

に 対 す る 審 査 
 

八 法 第 十 四 条

第 七 項 の 規 定

に 基 づ く 産 業

廃 棄 物 処 分 業

の 許 可 の 更 新

の 申 請 に 対 す

る 審 査 
 

九 か ら 十 二 ま で 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 
 
 

（ 現 行 の と お

り ） 
 
 
 
 
 

（ 現 行 の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行 の と お

り ） 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 

（ 現 行

の と お

り ） 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 

 

事     務 名   称  額 

徴 収 時

期 

一 か ら 六 ま で 

（ 略 ） 
 
 

七 法 第 十 四 条

第 四 項 の 規 定

に 基 づ く 産 業

廃 棄 物 処 分 業

の 許 可 の 申 請

に 対 す る 審 査 
 

八 法 第 十 四 条

第 五 項 の 規 定

に 基 づ く 産 業

廃 棄 物 処 分 業

の 許 可 の 更 新

の 申 請 に 対 す

る 審 査 
 

九 か ら 十 二 ま で 
（ 略 ） 

 

（ 略 ） 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 



 

 

 

十 三 法 第 十 四

条 の 四 第 六 項

の 規 定 に 基 づ

く 特 別 管 理 産

業 廃 棄 物 処 分

業 の 許 可 の 申

請 に 対 す る 審

査 
 

十 四 法 第 十 四

条 の 四 第 七 項

の 規 定 に 基 づ

く 特 別 管 理 産

業 廃 棄 物 処 分

業 の 許 可 の 更

新 の 申 請 に 対

す る 審 査 
 

十 五 か ら 十 七 ま

で （ 現 行 の 

と お り ） 
 
 

 

（ 現 行 の と

お り ） 
 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行 の と

お り ） 
 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行 の と

お り ） 
 
 
 

 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 

 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 

 

十 三 法 第 十 四

条 の 四 第 四 項

の 規 定 に 基 づ

く 特 別 管 理 産

業 廃 棄 物 処 分

業 の 許 可 の 申

請 に 対 す る 審

査 
 

十 四 法 第 十 四

条 の 四 第 五 項

の 規 定 に 基 づ

く 特 別 管 理 産

業 廃 棄 物 処 分

業 の 許 可 の 更

新 の 申 請 に 対

す る 審 査 
 

十 五 か ら 十 七 ま

で （ 略 ） 
 
 
 

 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 

 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 

 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 



 

 

十 八 法 第 十 五

条 の 二 の 五 第

一 項 の 規 定 に

基 づ く 産 業 廃

棄 物 処 理 施 設

の 設 置 の 許 可

に 係 る 事 項 の

変 更 の 許 可 の

申 請 に 対 す る

審 査 
 

十 九 か ら 二 十 一

ま で （ 現 行 

の と お り ） 

（ 現 行 の と

お り ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行 の と

お り ） 
（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 

（ 現 行

の と お

り ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 現 行

の と お

り ） 

十 八 法 第 十 五

条 の 二 の 四 第

一 項 の 規 定 に

基 づ く 産 業 廃

棄 物 処 理 施 設

の 設 置 の 許 可

に 係 る 事 項 の

変 更 の 許 可 の

申 請 に 対 す る

審 査 
 

十 九 か ら 二 十 一

ま で （ 略 ） 
 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

（ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

 
  
  
 


